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（
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
委
員
会
）

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
九
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
福
島
の
復
興
及
び
再
生
を
一
層
推
進
す
る
た
め
、
市
町
村
に
よ
る
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画

の
作
成
及
び
そ
の
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
る
認
定
、
当
該
認
定
を
受
け
た
同
計
画
に
基
づ
く
国
に
よ
る
土
地
改
良
事
業
の
代
行
等

の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
公
益
社
団
法
人
福
島
相
双
復
興
推
進
機
構
へ
の
国
の
職
員
の
派
遣
に
関
し
必
要
な
事
項
等
を
定

め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
措
置

１

特
定
避
難
指
示
区
域
市
町
村
（
帰
還
困
難
区
域
の
設
定
の
指
示
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
区
域
を
そ
の
区
域
に
含
む
市
町

村
を
い
う
。
）
の
長
は
、
福
島
復
興
再
生
基
本
方
針
に
即
し
て
、
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
（
特
定
避
難
指
示
区
域
内
の

区
域
で
あ
っ
て
、
当
該
区
域
に
お
け
る
放
射
線
量
が
、
当
該
特
定
避
難
指
示
区
域
に
お
け
る
放
射
線
量
に
比
し
て
相
当
程

度
低
く
、
土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
お
お
む
ね
五
年
以
内
に
、
特
定
避
難
指
示
の
解
除
に
支
障
が

な
い
基
準
以
下
に
低
減
す
る
見
込
み
が
確
実
で
あ
る
こ
と
等
の
条
件
に
該
当
す
る
も
の
の
う
ち
、
特
定
避
難
指
示
の
解
除

に
よ
り
住
民
の
帰
還
を
目
指
す
も
の
を
い
う
。
）
の
復
興
及
び
再
生
を
推
進
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
特
定
復
興
再
生
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拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

国
は
、
認
定
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
に
基
づ
い
て
行
う
土
地
改
良
事
業
、
砂
防
工
事
、
道
路
工
事
そ

の
他
の
工
事
で
あ
っ
て
、
福
島
県
等
の
要
請
に
基
づ
い
て
内
閣
総
理
大
臣
が
主
務
大
臣
の
同
意
を
得
て
指
定
し
た
も
の
等

を
、
自
ら
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３

環
境
大
臣
は
、
認
定
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
に
お
い
て
は
、
認
定
特
定
復
興
再
生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
に
従
っ

て
、
土
壌
等
の
除
染
等
の
措
置
及
び
除
去
土
壌
の
処
理
並
び
に
廃
棄
物
の
処
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
そ
れ

ら
に
要
す
る
費
用
は
国
の
負
担
と
す
る
。

二
、
公
益
社
団
法
人
福
島
相
双
復
興
推
進
機
構
へ
の
国
の
職
員
の
派
遣
等

１

公
益
社
団
法
人
福
島
相
双
復
興
推
進
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
は
、
避
難
指
示
・
解
除
区
域
市
町
村
の
復
興

及
び
再
生
の
推
進
に
関
す
る
業
務
の
う
ち
、
特
定
事
業
者
の
経
営
に
関
す
る
診
断
及
び
助
言
、
特
定
事
業
者
の
事
業
の
再

生
を
図
る
た
め
の
方
策
の
企
画
及
び
立
案
、
関
係
行
政
機
関
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
そ
の
他
国
の
事
務
又
は

事
業
と
の
密
接
な
連
携
の
下
で
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
（
以
下
「
特
定
業
務
」
と
い
う
。
）
を
円
滑
か
つ
効
果
的
に

行
う
た
め
、
国
の
職
員
を
機
構
の
職
員
と
し
て
必
要
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
必
要
と
す
る
事
由
を
明
ら
か
に
し
て
、
任
命
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権
者
に
対
し
、
そ
の
派
遣
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

任
命
権
者
は
、
機
構
か
ら
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
原
子
力
災
害
か
ら
の
福
島
の
復
興
及
び
再
生
の
推
進
そ
の

他
の
国
の
責
務
を
踏
ま
え
、
そ
の
要
請
に
係
る
派
遣
の
必
要
性
、
派
遣
に
伴
う
事
務
の
支
障
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し

て
、
国
の
事
務
又
は
事
業
と
の
密
接
な
連
携
を
確
保
す
る
た
め
に
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
に
応
じ
、
国
の
職
員
の

同
意
を
得
て
、
機
構
と
の
間
の
取
決
め
に
基
づ
き
、
期
間
を
定
め
て
、
専
ら
機
構
に
お
け
る
特
定
業
務
を
行
う
も
の
と
し

て
当
該
国
の
職
員
を
機
構
に
派
遣
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
国
は
、
原
子
力
災
害
に
よ
る
被
害
に
よ
り
福
島
の
児
童
、
生
徒
等
が
教
育
を
受
け
る
機
会
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ

う
、
い
じ
め
の
防
止
の
た
め
の
対
策
の
実
施
そ
の
他
の
取
組
を
支
援
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

四
、
国
は
、
放
射
性
物
質
に
よ
る
汚
染
の
有
無
又
は
そ
の
状
況
が
正
し
く
認
識
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
起
因
し
て
福
島
で
生
産

さ
れ
た
商
品
の
販
売
等
の
不
振
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
そ
の
不
振
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
調
査
を
行
い
、

当
該
調
査
に
基
づ
き
、
当
該
商
品
の
販
売
等
を
行
う
者
に
対
し
、
指
導
、
助
言
等
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

五
、
福
島
国
際
研
究
産
業
都
市
区
域
に
お
け
る
取
組
の
推
進
に
係
る
規
定
の
整
備

１

福
島
国
際
研
究
産
業
都
市
区
域
（
原
子
力
災
害
に
よ
る
被
害
が
著
し
い
区
域
で
あ
っ
て
、
廃
炉
等
、
ロ
ボ
ッ
ト
及
び
農
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林
水
産
業
に
関
す
る
国
際
的
な
共
同
研
究
開
発
及
び
先
端
的
な
研
究
開
発
を
行
う
拠
点
の
整
備
等
の
取
組
を
推
進
す
る
こ

と
に
よ
り
、
産
業
集
積
の
形
成
及
び
活
性
化
を
図
る
べ
き
区
域
を
い
う
。
）
を
重
点
推
進
計
画
の
区
域
内
に
お
い
て
定
め

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
区
域
及
び
当
該
区
域
に
お
い
て
推
進
し
よ
う
と
す
る
取
組
の
内
容
に
つ
い
て
、
重
点
推
進
計

画
の
記
載
事
項
に
追
加
す
る
こ
と
と
し
、
福
島
県
知
事
が
、
廃
炉
等
、
ロ
ボ
ッ
ト
、
農
林
水
産
業
そ
の
他
の
分
野
に
お
け

る
技
術
の
高
度
化
に
関
す
る
研
究
開
発
を
行
う
事
業
に
関
す
る
事
項
を
定
め
た
重
点
推
進
計
画
に
つ
い
て
、
内
閣
総
理
大

臣
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
特
許
庁
長
官
は
、
中
小
企
業
者
が
行
う
当
該
事
業
の
成
果
に
係
る
特
許
発
明
に
つ
い
て
の

特
許
料
の
軽
減
、
免
除
等
が
で
き
る
。

２

福
島
復
興
再
生
協
議
会
に
お
け
る
協
議
に
資
す
る
た
め
、
分
科
会
を
開
催
し
、
特
定
の
事
項
に
関
す
る
調
査
及
び
検
討

を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

六
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


